
平成２５年第８回中津川市教育委員会議事録（要旨） 

 

 

日    時   平成２５年７月２２日（月） 午後１時３０分 

 

場    所   にぎわいプラザ ４－１会議室 

 

出席委員   田島 雅子        小幡 隆德        横井 晃 

        

       松田 幸博    大井 文高  

 

 

事務職員  山内事務局長               原文化スポーツ部長 

岩久教育次長兼学校教育課長     大塚教育企画課長 

岡本子育て支援対策監兼幼児教育課長 

今井文化スポーツ部次長兼生涯学習スポーツ課長 

小林図書館長兼蛭川済美図書館長   嶋倉教育研修所長 

辻発達支援センターつくしんぼ所長  幸脇阿木高等学校事務長 

田島発達相談室長          山下子育て政策室長                 

 

     

会議日程   １ 開            会 

       ２ 前回議事録の承認 

３ 議            事 

４ 閉 会 

 

 

番 号 議 題 結 果 

議第１７号 
平成２６年度に使用する小学校及び中学校用教科用図書の

採択について 
承 認 
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【開 会】 

【議 事】 

【委員長】議事に入ります。日程第１、議第１７号 平成２６年度に使用する小学

校及び中学校用教科用図書の採択について、教育次長、お願いします。 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

【委員長】この件について、ご意見、ご質問はありませんか。横井委員。 

【横井委員】この議案と直接関係ないですが、今、小学校で英語の活動、授業が始

まっていると思います。今後、授業に使う教科書を選定するのでしょうか。 

【教育次長】現在のところ、小学校の外国語活動等につきまして、いわゆる義務教

育諸学校の無償給与措置になるような教科書が出てくるという情報はありません。 

【委員長】ほかにご意見、ご質問ありませんか。松田委員。 

【松田委員】昨年でしたか、中学校の保健体育で確かダンスが必須になるというこ

とでしたが、それの教科用図書は使われているのでしょうか。 

【教育次長】中学校保健体育の実技の領域で、ダンスが新たに現行の学習指導要領

から入ってきていまして、すでに中学校の保健体育の教科用図書には、参考となる

資料や指導について記述があります。これに伴って、教師が使っている教師用指導

書等についても、新しい内容の部分があって、指導がより円滑に進むように学習指

導の展開案や指導計画の作成案なども示されており、これは平成２４年度からすで

に使われています。 

【委員長】私から質問します。これは全部無償ですか。 

【教育次長】義務教育小学校が使う教科用図書については、法令に基づいてすべて

無償です。本人、保護者負担はありません。 

【委員長】最近テレビで、教科書にいたずら書きをして、それを評価するという番

組を２つ見ました。教科書の家康とか信長の絵に出演者たちがいたずら書きして、

そのいたずら書きを評価して面白おかしくする番組でした。画面下に「こういうこ

とをしてはいけません」とスーパーは出ますが、メディアが見せては、すぐにも伝

染しかねないと思いました。やっていることはとても面白くて発想が豊かなんです

が、こういうことがどんどん流行ってしまっては、非常に教科書、本に対する敬意

が落ちてしまいます。私たちの時代は、本を踏んだりまたいだり活字を踏んではい

けないと親から教えてもらっていました。もちろん本を折っても、いたずら書きも

いけない、図書館から借りた本にアンダーラインを引いてはいけない。教科書だけ

唯一書き込むことのできるものでしたが、アンダーラインぐらいという使い方でし

た。ですので、ああいった番組を見てすごくびっくりしました。国のお金を使って

勉強をするために与えられていることを、あまり伝えてないのではないですか。 

【教育次長】児童や生徒に「この本は国費を用いて君たちのために無償で提供され

ているものです」ということは、各学年の実態に応じてきちんと指導すべきだと思



 2 

っています。ぜひそういう機会は作っていきたいと思っています。教科書の角にパ

ラパラ漫画を描くようなことはよく見かけますが、そういったことも含めて、物を

大事にする心や、いただいたものに感謝する気持ちを、教育の中でもやっていかな

いといけないと思いますし、保護者の皆さんにも啓発をしていきたいと思います。 

【教育長】一方で教科書が、私たちが使っていた時代とはずいぶん認識が変わって

いるとは思います。実際に教科書の中に書きこむスペースも非常にたくさんありま

すし、視覚に訴えるような資料が、かなりたくさん提示されています。そういった

意味では、いかに有効に活用するかという点もきちんと認識しながら使用していか

なくてはいけないと思っております。 

【松田委員】教科書の採択は４年に１度と承知していますが、小学校及び中学校の

次の採択換えは何年になりますか。 

【教育次長】小学校については、平成２３年度から現行の教科用図書を使用してい

ます。平成２６年度が満期の４年になりますので、２７年度から新たな教科書とな

ります。中学校については、２４年度が使用始まりです。２７年度が満期になりま

すので、１年遅れて２８年度から新たな教科書を使用することになります。 

【委員長】ほかにご意見、ご質問はありませんか。 

ないようですので、日程第１、議第１７号は承認とさせていただきます。 

議事は以上でございます。次回は８月２８日水曜日午後１時３０分から、にぎわ

いプラザ４－１会場にて行います。 

 これをもちまして、平成２５年第８回中津川市教育委員会を閉会とさせていただ

きます。 

【閉 会】 


